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開  会  
 議  長  おはようございます。 

ただ今の出席議員数は、１０名です。 
 定足数に達しておりますので、令和３年第２回東峰村議会臨時会を開会いたしま

す。 
 （９時３０分） 

 開  議  
 議  長  それでは、ただ今から配布しております日程により、議事を進めてまいります。 
 日程第１  
 議  長  日程第１「会議録署名議員の指名」を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定により、 
３番 黒川隆康議員、４番 高橋弘展議員を指名いたします。 

 日程第２  
 議  長  日程第２ 「会期の決定について」を、議題とします。 

 本臨時会の会期は、本日２月１９日の１日間にしたいと思います。 
 お諮りいたします。 
 これに、ご異議ありませんか。 
 （異議なし） 

 議  長  異議なしと認め、会期は、本日の１日間と決定しました。 
 日程第３  
 議  長  日程第３ 事務局長に議案の上程報告を求めます。 

事務局長 
（事務局長議案上程報告） 

 議  長  事務局長より議案の上程報告が終わりました。 
 日程第４  
 議  長  次に、日程第４ 「村長あいさつ及び提案理由の説明」を、お願いします。 

村長 
 村  長  改めまして、皆さん、おはようございます。 

 本日は、令和３年第２回東峰村議会臨時会を招集いたしましたところ、議員の皆様

方には公私ともにご多忙の中、ご出席を賜り誠にありがとうございます。 
 また、日頃から村政の円滑な運営をはじめ、関係する政策全般につきまして、ご協

力とご理解をいただいておりますことに深く感謝を申し上げます。  
 さて、新型コロナウイルス感染者は、急増する都道府県において発令されていた緊

急事態宣言は、当初予定の２月７日から３月７日まで１カ月間延長されたことによ

り、目に見える形で全国的に新規患者の減少が続いております。 
 また、２月１２日には、感染拡大防止が期待されるワクチンを乗せた貨物機の第１

便が日本に到着し、２月７日から医療従事者からの優先的な接種が始まりました。 
 本村におきましても、今月１日の第３２回新型コロナウイルス感染症対策本部会議

において、ワクチンの接種についての接種の形態、期間、人員体制等について、協議

を行い、スケジュール等の確認も行ったところです。 
 ワクチンがいつ本村に届くか詳細な情報はまだ入っておりませんが、いずれにいた

しましても、ワクチンの接種がスムーズに行えるよう全力を挙げて取り組む所存でみ

ございます。 
 それでは、本臨時会に執行部から提案しております議案についてご説明を申し上げ

ます。 
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 本臨時会には、工事請負変更契約の締結について、３件の議案をご提案申し上げ、

審議をお願いする次第であります。 
 議案第２号、工事請負変更契約の締結につきましては、竹布川河川災害復旧工事（第

３０３号、第４３１号）の変更契約を締結するにあたり、東峰村議会の議決に付すべ

き契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、議会の議決を求め

るものです。 
 議案第３号、工事請負変更契約の締結につきましては、竹布川河川災害復旧工事（第

１９７号、第２１４号）の変更契約を締結するにあたり、東峰村議会の議決に付すべ

き契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、議会の議決を求め

るものです。 
 議案第４号、工事請負変更契約の締結につきましては、林道栗林線開設工事の変更

契約を締結するにあたり、東峰村議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分

に関する条例第２条の規定により、議会の議決を求めるものです。 
 以上、提案理由の概要を説明申し上げましたが、皆様方には慎重審議をいただき、

ご議決を賜りますようお願いを申し上げ、私の提案理由の説明といたします。よろし

くお願いいたします。 
 議  長  村長の提案理由の説明が終わりました。 
 日程第５  
 議  長  日程第５ 議案第２号「工事請負変更契約の締結について」を、議題といたします。 

 担当課長に補足説明を求めます。 
災害対策室長 

災害対策室長  議案書２ページをお願いいたします。 
 議案第２号「工事請負変更契約の締結について」 
 竹布川河川災害復旧工事について、下記のとおり工事請負変更契約を締結する。よ

って、東峰村議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条

の規定により、議会の議決を求める。 
 令和３年２月１９に提出、村長名でございます。 
 契約の目的、竹布川河川災害復旧工事、査定番号でございますが、第３０３号、第

４３１号。 
 契約の変更内容  
原契約金額    １億３４６万４，０００円 

 変更後の契約金額 １億６４５万３，８００円 
 変更する額、２９８万９，８００円の増額でございます。 
 変更率といたしましては、２．９％の増でございます。 
 契約の相手方 福岡県三井郡大刀洗町大字本郷３６３１ 
        株式会社二宮土木 代表取締役 二ノ宮一則 
 備考といたしまして、 
 工期 令和３年２月２６日まで 
 工事の場所 朝倉郡東峰村大字宝珠山地内 
 工事の概要 コンクリートブロック工１，６６７㎡、これ主要な工種でございます。 
 配布の管内図をご覧いただきたいと思います。 
 こちらに本日上程させていただいております、議案２号から４号を掲載しておりま

す。 
 議案２号の竹布川、竹布川の上流部にあたりまして、３０３号、４３１号でござい

ます。 
 １枚めくっていただきますと、平面図を付けております。 
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 こちらは竹布川の最上流部と言いますか、林道竹布線と並行して、右側が上流部と

なり、左側が下流部となります。 
 この茶色い部分、着色した部分が護岸工事の復旧の状況であります。復旧延長２９

０．１ｍということで、赤文字が変更後の数量となります。 
 それから、次のページをご覧いただきたいと思います。 
 竹布川は１から１０工区、全体計画図ということがございまして、先ほどのページ

の下流部となります。右側が上流、左側が下流。 
 位置的には、ちょうどこれ四角く倉庫が書いてあります。竹布集落最上流部の井上

氏宅の前辺りというふうにご覧いただきたいと思います。 
 この変更の理由といたしましては、今回、これ４回目の変更となっておりますが、

１回から３回までは工期のみの延長変更とさせていただいております、 
 今回４回目は、コンクリートブロック工において、当初設計想定しておりました岩

盤が出ず、基礎工法の変更を行ったところであります。これによりブロックの法長が

長くなりまして、面積が６４㎡増えたという状況にございます。以上でございます。 
 議  長  これより、質疑、討論、採決を行います。 

 議案第２号「工事請負変更契約の締結について」 
 質問のある方、どうぞ。 
６番 髙倉寛視議員 

 ６  番  もう今年度に入って、非常にこういうふうな変更計画ということで出てきておりま

す。 
前も私言ったと思いますけれども、最初の設計段階でこういったものを見つけられ

ないのか、ということを私は尋ねたと思います。 
 非常にこれが多いと思いますので、やはり設計する段階でもう少し調査して、後か

らお金の金額がかからないような、そういったやり方ができないのか。そこのところ

はどのように考えておりますか。 
 議  長  災害対策室長 
災害対策室長  被災直後に査定を受けるときの現地の調査、測量それから設計ということで、ここ

の現場におきましては、周辺の状況から岩盤が出ると想定される、埋もれております

ので、この辺りで岩盤に達するだろうという想定のもとに設計が行われており、査定

を受けております。 
 ですので、そこに重機等を持っていきまして、試掘等を行えばですね、より正確な

設計が組めるかもしれませんが、やはりこの先ほどの査定番号四百数十カ所、５００

近くはございますが、そうした場合想定という推定岩盤線というふうな形で基礎の設

定を行うことになっております。 
 できるだけ変更がないような形で調査をした上で、設計ということが念頭にはござ

いますが、状況によりまして対応できていない部分もございますので、その辺りは努

めてまいりたいと思います。 
 議  長  他に質疑はありませんか。 

９番 伊藤均議員 
９  番  今回ですね、この変更は、竹布川については、もう４回目ということで、今回につ

いては、路盤がどうしても軟弱だったというようなことで説明を受けておりますけれ

ども、その前までずっと期日変更で来ていたかと思うんですよね。 
 ３回も期日変更をやらなきゃならないと。今回は工事変更ですけども、これすると、

また期日内に工事が終わらないといったようなことがですね、発生するのかと。きっ

ちりこの変更を３度も変えておきながら、できないとかいうようなことは発生しない

のか、この辺りのところをですね、ちょっと確認したいんですが。 
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議  長  災害対策室長 
災害対策室長  こちらにつきましては、３回の工期変更をさせていただいておりますが、議案書の

備考に記載のとおり、２月２６日にはですね、工期を迎えるようになっております。 
 この竣工の期日は、厳守できるものと思っております。 

 議  長  他に質疑はありませんか。 
４番 高橋弘展議員 

 ４  番  ただ今の質問に付随してなんですけれども、つい何日か前にこの道通ったんです

が、もう工事の現場の業者さんはいらっしゃらなかったと記憶しているんですけれど

も、これは、既に変更をされて、工事が完了しているということでよろしいんですか。 
 議  長  災害対策室長 
災害対策室長  変更それから施工につきましては、変更指示書というものを出しまして、その指示

を行って、工事施工を行っております。 
 今、最終段階といたしまして、業者がそこに常駐しておるか、ちょっと私は把握し

ておりませんでしたけれども、指示書通りに施工を終えて、その数量が上がってきた

もので、最終変更という形を取らせていただいております。 
 議  長  他に質疑はありませんか。 

 ないようですから、質疑を終結いたします。 
 これから、討論を行います。 
 反対討論ありませんか。 
 賛成討論ありませんか。 
 （討論なし） 

 議  長  ないようですから、討論を終結いたします。 
 採決します。 
 議案第２号「工事請負変更契約の締結について」を、お諮りいたします。 
 本案に賛成の方、挙手でお願いします。 
 （賛成者挙手） 

 議  長  全員賛成と認めます。 
 よって、本案は、原案どおり可決されました。 

 日程第６  
 議  長  日程第６ 議案第３号「工事請負変更契約の締結について」を、議題といたします。 

 担当課長に補足説明を求めます。 
災害対策室長 

災害対策室長  議案書３ページをお願いいたします。 
 議案第３号「工事請負変更契約の締結について」 
 竹布川河川災害復旧工事について、下記のとおり工事請負変更契約を締結する。よ

って、東峰村議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条

の規定により、議会の議決を求める。 
 令和３年２月１９日提出、東峰村長名でございます。 
 契約の目的 竹布川河川災害復旧工事（第１９７号、第２１４号） 
 契約の変更内容  
原契約金額 １億１７３万６，０００円 

 変更後の契約金額 ９，８５４万２，４４０円 
 変更する額 ３１９万３，５６０円の減額 
率といたしまして３．１％の減というふうになります。 

 契約の相手方 福岡県朝倉郡東峰村大字福井９５０番地１ 
        熊川工業株式会社東峰村営業所 営業所長 多田哲祥 
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 備考 
 工期 令和３年２月２５日まで 
 工事の場所 朝倉郡東峰村大字福井地内 
 工事の概要 コンクリートブロック工１，５１２㎡でございます。 
 管内図の、今度は３枚めくっていただきまして、４枚目というふうになります。 
 竹布川１から１１工区と書いてございます。 
 左側が竹布の集落の下流部、濱本氏、伊藤氏宅辺りでございます。 
 それから、右の上流部辺りは川村氏宅辺りでございます。 
 次のページ、こちらは、その川村宅より上流、先ほど説明いたしました、提案いた

しました井上宅の下流につながるものでございます。 
 こちらにつきましては、先ほどと工種が逆というふうになります。 
 と申しますのは、やはりこちらも３回の工期変更をさせていただいております。 
 コンクリートブロックにおきまして、当初想定していなかった岩盤が出たため、今

度は法長が短くなりまして、８９㎡の減、面積の減ということで、先ほどと逆の形と

なります。 
 以上、上程させていただきます。 

 議  長  これより、質疑、討論、採決を行います。 
 議案第３号「工事請負変更契約の締結について」 
 これから、質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
４番 高橋弘展議員 

 ４  番  この工事、直接の部分ではないんですけれども、先ほどの議案と並んで、この竹布

川工事が長期間にわたっております。大型車の走行が激しく行われていたため、道路

の路盤がかなり傷んでおり、災害前から竹布の方々が要望書を提出して、その時点か

らですね、路盤が傷んでいた状態で、さらに悪くなっております。 
 そういった部分が、この工事完了後に補修されるのでしょうか、その辺をお聞きい

たします。 
 議  長  災害対策室長 
災害対策室長  竹布川、それから他の災害復旧箇所で重機の運搬、それから土砂運搬等によりまし

て、路面が劣化、亀裂が入ったり傷んだりしているところがございます。 
 そちらにつきましては、現場確認の上、復旧等対応していきたいと思います。 

 議  長  他に質疑はありませんか。 
 ないようですから、質疑を終結いたします。 
 これから、討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （討論なし） 

 議  長  ないようですから、討論を終結いたします。 
 採決します。 
 議案第３号「工事請負変更契約の締結について」を、お諮りいたします。 
 本案に賛成の方、挙手でお願いします。 
 （賛成者挙手） 

 議  長  全員賛成と認めます。 
 よって、本案は、原案どおり可決されました。 

 日程第７  
 議  長  日程第７ 議案第４号「工事請負変更契約の締結について」を、議題といたします。 

 担当課長に補足説明を求めます。 
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建設水道課長 
建設水道課長  ４ページ目をお願いします。 

 議案第４号「工事請負変更契約の締結について」 
 林道栗林線開設工事について、下記のとおり工事請負変更契約を締結する。よって、

東峰村議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規

定により、議会の議決を求める。 
 令和３年２月１９日提出、東峰村長名でございます。 
 １ 契約の目的 林道栗林線開設工事 
 ２ 契約の変更内容 
 （１）原契約の金額 ５，６４３万円 
 （２）変更後の契約金額 ５，７０６万３００円 
 （３）変更する額 ６３万３００円 
 ３ 契約の相手方 福岡県朝倉郡東峰村大字宝珠山２３２７番地 
          有限会社 伊藤建設 伊藤寿生 
 備考 
 工事の場所 朝倉郡東峰村大字宝珠山地内 
 工事の概要 道路開設工（延長２８２ｍ 幅員４ｍ、アスファルト舗装１，２５４

㎡）となっております。 
 こちらにつきましては、林道栗林線の開設工事になっておりまして、工期につきま

しては、令和３年の３月２６日となっております。 
 今回は２回目の変更というふうになっておりまして、１回目の変更は工期の変更と

いうところになっております。 
 それでは、お手元にお配りしております平面図のほうでですね、５ページ目、一番

最後のページのところをよろしくお願いします。 
 こちらが林道栗林線の平面図となっておりまして、今回の変更におきましてです

ね、延長、幅員、そしてルートの変更等はございません。 
 今回大きな変更で、この図面の中のですね、下のほうにつながっているところが村

道栗林線、上のほうの道路がですね、林道城ケ迫線というところになっております。 
 今回の工事につきましての大きな変更点としましてはですね、ここの、今平面図の

中で、赤くハッチングしているところがあると思いますが、ここの点につきましてで

すね、当初設計上はですね、土砂として積算のほうをさせていただいていたんですけ

れども、実際ここの地山を掘ったところ軟岩が出てきたというところになりましたの

で、想定した岩質がですね、変更せざるを得なくなってですね、増額となったという

ところになります。以上が大きな変更点でございます。 
 議  長  これより、質疑、討論、採決を行います。 

 議案第４号「工事請負変更契約の締結について」 
 これから、質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
９番 伊藤均議員 

 ９  番  工事の変更内容については、土砂が軟岩が出たということでありますけども、これ

は、実質工事としては、どういう工事をやるのかと。吹付をやるのか、何か草等を付

けるのか、崩れないようにですね。 
 それともう１カ所、この赤のやつのですね、上側、林道からの流入口のところに、

カーブの関係で用地を買って、そのまま土砂のまま放置しておると。 
 これについては、将来的に見ると、雨の際にどんどん土砂が道路のほうへ流入する

ということが十分考えられるですてね。そういうものについての対応は、この中に入
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っておるのかと。入ってなければ、実質はそういうものがですね、将来的に出てくる

んではないかという心配がされますんでね、その辺りのところはどんなふうですか。 
 議  長  建設水道課長 
建設水道課長  まず、軟岩の、先ほど言いました切土の軟岩が出た場所につきましてはですね、基

本的には植生工というところでですね、対応のほうをしたいというふうに考えており

ます。 
 ただ、こちらの平面図のほうのですね、下のほうの法面が長いところはですね、植

生工のほうをしますが、城ケ迫線に近いところの法面につきましては、高さもあまり

ないというところなので、ここについてはですね、植生工のほうは用いない形にしま

す。 
 ただしですね、現状を見まして、もし今後の雨によって崩れるような状況になりま

したらですね、必要な対策を行うというところを考えております。 
 それと２点目でございます。 
 入口のところの土砂のところの、用地を買ったところと、取得したところという件

につきましては、こちらにつきましても、現状の今回出水の状況とかを見つつですね、

必要な対策については適切に行っていくというふうに考えております。 
 議  長  他に質問はありませんか。 

 ないようですから、質疑を終結いたします。 
 これから、討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （討論なし） 

 議  長  ないようですから、討論を終結いたします。 
 採決します。 
 議案第４号「工事請負変更契約の締結について」をお諮りいたします。 
 本案に賛成の方、挙手でお願いします。 
 （賛成者挙手） 

 議  長  全員賛成と認めます。 
 よって、本案は、原案どおり可決されました。 

 閉  会  
 議  長  以上をもちまして、本臨時会に付議されました案件の審議は、すべて終了いたしま

した。 
 村長より、あいさつの申し出があっております。 
 これを許可します。 
村長 

 村  長  閉会にあたりまして、一言お礼を申し上げます。 
 本日は、令和３年第２回東峰村議会臨時会を開催し、議員の皆様の慎重審議をいた

だきましたことに厚くお礼を申し上げます。 
 議案審議の中でいただきました貴重なご意見、ご提案を、今後も行政運営に生かし

ていく所存でございますので、今後とも議員各位のご協力とご理解をよろしくお願い

いたします。 
 日本でも一昨日の１７日から、コロナウイルスのワクチン接種が医療従事者を優先

的に始まりました。すべての日本国民へのワクチン接種には、まだまだ相当な時間を

要すると思われますが、村長以下役場職員一丸となって、ワクチン接種も含めコロナ

対策には取り組んでまいる所存でございます。 
 そして、アフターコロナを見据えた本村の新しい活性化方策についても、議員の皆

様とともに取り組んでいきたいと思っておりますので、今後ともご協力をよろしくお
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願いをいたします。 
 今後も議員各位のご活躍を祈念申し上げ、閉会のあいさつといたします。ありがと

うございました。 
 議  長  これをもちまして、令和３年第２回東峰村議会臨時会を閉会いたします。 

（１０時００分） 
 上記会議の経過を記載し、その相違ないことを 

証するために署名する。 
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